
４
月
か
ら
下
水
道
が
使
用
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
が
、
下
水
道
は
、
自

然
環
境
や
生
活
環
境
を
良
好
に
し
て
い
く
た
め
の
公
共
施
設
で
す
。

下
水
道
に
は
、
何
で
も
流
し
て
良
い
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
適
切
に
使

用
し
て
い
た
だ
け
な
い
と
、
故
障
や
詰
り
の
原
因
と
な
り
ま
す
の
で
使
用
に

あ
た
っ
て
は
、
以
下
の
よ
う
な
事
項
に
協
力
い
た
だ
き
ま
す
。

〇
水
洗
ト
イ
レ
に
は
、
ト
イ
レ
ッ
ト
ペ
ー
パ
ー
以
外
の
も
の
は
流
さ
な
い
。

〇
台
所
で
は
、
残
飯
や
野
菜
く
ず
な
ど
を
流
さ
な
い
。

〇
流
し
台
に
熱
湯
を
流
さ
な
い
。

〇
天
ぷ
ら
油
や
サ
ラ
ダ
油
な
ど
の
廃
油
を
流
さ
な
い
。

〇
風
呂
・
洗
面
所
で
は
、
毛
髪
な
ど
を
流
さ
な
い
。

〇
下
水
道
に
雨
水
を
流
さ
な
い
。

平成16年4月から下水道が都留市の一部区域〔田野倉・小形山・大原・井倉（九鬼）・川茂・古川渡・四日市場（富
士見台・月見ヶ丘）・上谷・田原〕で供用開始となります。その下水道使用料の納付書の発送・収納管理事務は水道
課に委託される予定です。このため、従来の上水道料金の納付書・検針票が2月請求分から変更になり、新しく「汚
水排除量」と「下水道使用料」の項目が追加されます。この新しい納付書では、上水道料金と下水道使用料とを一緒に
納めていただくことになりますが、上水道料金のみの場合には空欄となります。なお、新しい納付書は、はがき形
式で両面をはがして開いてからご使用していただくようになっておりますのでご注意ください。
また、納付書でのお支払方法はこれまでと同じです。口座振替の方は、これまでの水道料金の振替日が、上水道

料金及び下水道使用料の振替日となります。

最
近
、
県
下
に
お
い
て
次
の
よ
う
な
事
項
が
報
告
さ
れ
て
い
ま
す
。

①
市
職
員
を
装
い
、
法
律
上
の
義
務
が
あ
る
よ
う
な
説
明
を
し
、
排
水
設
備

の
修
理
や
清
掃
を
し
て
、
代
金
を
請
求
す
る
。

②
役
所
か
ら
委
託
を
受
け
て
い
る
よ
う
な
こ
と
を
い
い
、
排
水
設
備
の
修
理

や
清
掃
を
せ
ま
る
。

③
無
償
で
排
水
設
備
を
点
検
し
不
良
箇
所
を
見
つ
け
、
修
理
な
ど
を
せ
ま
る
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
ら
早
急
に
下
水
道
課
に
連
絡
を
く
だ

さ
い
。

家
庭
内
の
排
水
設
備
の
施
工
及
び
維
持
管
理
は
、
下
水
道
指
定
工
事
店
に

依
頼
し
て
く
だ
さ
い
。

下
水
道
課

水道課
なお、下水道の受益者負担金、排水設備などの下水道に関することは、下水道課に直接お問い合わせください。

～水道料金納入済通知書（納付書）の様式が変わります～
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